
つくば市消防本部予防課 ☎029-851-2633

みなさまのご自宅の住宅用火災警報器の設置状況について、

ご確認させていただき、今後の普及啓発に役立てていくため

アンケート調査を実施します。（回答は数分で終了します。）

※根拠法令：消防法第９条の２及びつくば市火災予防条例第38条の２から第38条の７

住宅用火災警報器は消防法及びつくば市火災予防条例※
によりすべての住宅に設置が義務付けられています。

設置位置、点検については裏面をご覧ください。

住宅用火災警報器は
設置義務です




